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１ 募集の趣旨 
（１）背景 

 産業を支える優れた交通網と豊富な人材を有する埼玉県にあって、圏央道と関

越道が結節する鶴ヶ島ジャンクション周辺地域は、特に交通利便性が高いエリア

であるとともに、自動車関連産業をはじめとするものづくりに関する高度な技術

やノウハウが蓄積されており、高いポテンシャルを有しています。 

 そこで、埼玉県は、地域未来投資促進法に基づく「埼玉県鶴ヶ島ジャンクショ

ン周辺地域基本計画」＜参考資料４＞を周辺１３市町とともに策定し、このエリ

アに先端産業・次世代産業などの成長産業を集積して経済の好循環をもたらし、

ＡＩ・ＩｏＴやロボットなどの先進技術をものづくりに活用して技術革新等を図

り超スマート社会を実現することを目指しています。 

 成長産業の集積を目指して、土地区画整理事業により「圏央鶴ヶ島インターチ

ェンジ東側地区」を産業用地として整備し、平成３０年度に分譲済みの北側産業

用地に続いて、この度、南側の４区画１０．１ｈａについて公募型企画提案競技

により立地事業者を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜鶴ヶ島ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ周辺地域１３市町＞ 

川越市、飯能市、東松山市、狭山市、 

入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、 

毛呂山町、越生町、川島町、吉見町、 

鳩山町 

５km 10km 
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（２）コンセプト 

  埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画を着実に推進するための基本

方針を策定し、埼玉県の目指す方向性として「オープンイノベーションによる超

スマート社会の実現と経済の好循環」を掲げています。 

  立地事業者には、この方向性を御理解いただき、事業を推進していただくこと

を募集のコンセプトとしています。 

 

 

 
  

 

 

 

  目指す方向性 

 
・事業者のスマート化 

 （オープンＡＩの推進） 

・地域社会のスマート化 

 に向けたＩｏＴ活用 

・情報基盤等の整備 

・産業用地の整備、 

 先端産業等の集積 

・近未来技術実証フィー 

 ルドの整備 

・新技術の開発等の支援 

  

 

 

   

  

  

埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画 基本方針 

 企業や大学、自治体などの異業種、異分野が持つ技術やアイ

デア、サービス、ノウハウ、データ、知識などを組み合わせ、

革新的なビジネスモデル、研究成果、製品開発、サービス開発、

行政改革、地域活性化等につなげること。 

中小企業等のドローン、自動運転やロボットなどの研究開発を支援する近未来

技術実証フィールドとオープンイノベーションを促進する拠点となる施設と

して埼玉県が整備するもの（２（１）区域図参照） 

 

 ①イノベーションセンター（建築物） 

  レンタルラボ・コワーキングスペース・技術相談室・屋内実証フィールド 

  ・共用部実証フィールド等 

 

 ②ロボット開発支援フィールド（屋外施設） 

  ネット付きドローン飛行場・模擬市街地フィールド・多目的フィールド 

 
県ＨＰ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/noudai_atochi.html 

ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター(仮称)（令和８年度オープン予定） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/noudai_atochi.html
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２ 分譲に関する事項 
（１）位置図（圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区） 

 

 

  

 

  

  

関越道 

圏央道 
鶴ヶ島 IC 

圏央鶴ヶ島 IC 

鶴ヶ島 JCT 

鶴ヶ島駅 

若葉駅 

笠幡駅 

広 域 

交通網 

周辺図 

区域図 



- 4 - 

（２）分譲区画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）希望区画及び買受単価 

 複数区画まとめての応募も可能で、第１希望から第３希望まで応募できます。 

 それぞれ、最低分譲単価以上の金額の買受単価を記載してください。 

 

（４）最低分譲単価（事業提案書に記載する買受単価の下限額） 

   ６７，２００円／㎡ 

 
ただし、希望区画が「Ｂ－２のみ」「Ｂ－３のみ」「Ｃのみ」の場合、 

 ６６，５００円／㎡となります。 

 ex. Ｂ－２区画を希望     → 最低分譲単価 66,500円/㎡ 

 ex. Ｂ－２とＣの２区画を希望 → 最低分譲単価 67,200円/㎡ 

 

＊ 買受単価が最低分譲単価未満である場合又は未記入である場合、失格とします。  

分 譲 区 画 

(複数区画申込み可) 

 

 
※ 造成済 

 （現況引渡し） 

鶴ヶ島市大字太田ケ谷地内 

 区 画  地  番 分譲面積（うち緩衝緑地） 

Ｂ－１ １２０５番  36,137.78㎡ (8,900㎡) 

Ｂ－２ １２０６番  13,996.36㎡ (1,200㎡) 

Ｂ－３ １２０７番  16,305.29㎡ (3,500㎡) 

Ｃ １２１７番  34,463.20㎡ (5,600㎡) 

計 ４区画 １００，９０２．６３㎡ 

区 画 整 理 事 業 

圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区（施行済） 

 施行区域約３９．２ｈａ 

  うち宅地約２３．７ｈａ（緩衝緑地含む。） 

道 路 網 

 圏央道圏央鶴ヶ島インターチェンジ出口すぐ 

 成田空港から約１２５ｋｍ９０分 

 羽田空港から約 ８０ ｋｍ７０分 

鉄 道 

 ＪＲ川越線笠幡駅から  約２．７ｋｍ 

 東武越生線一本松駅から 約３．９ｋｍ 

 東武東上線鶴ヶ島駅から 約４．３ｋｍ 

 東武東上線若葉駅から  約５．２ｋｍ 

 ＪＲ大宮駅から     約 ２３ ｋｍ 

道 路 

 市道 ７－２ 号線（幅員１０．５ｍほか） 

 市道１３６７号線（幅員１２．０ｍ） 

 市道１３６８号線（幅員１２．０ｍ） 

 市道３ ０ ４号線（幅員１０．２５ｍほか） 

上 水 道  坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

雨 水 排 水  分譲区画内の雨水桝から調整池に接続 

汚 水 排 水  分譲区画内の汚水桝から公共下水道に接続 
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（５）分譲スケジュール（予定） 
 募集から土地引渡しまでのスケジュールは、次のとおり予定しています。なお、状況に

より変更する場合がありますので御了承ください。 

  （＊）は、県議会の議決が必要な場合（敷地面積２ｈａ以上の土地売買契約）に限る。 

  

内   容 時   期 

企業立地説明会の開催 

令和４年８月２３日(火)〔大阪会場〕 

令和４年８月２６日(金)〔名古屋会場〕 

令和４年９月 ６日(火)〔埼玉会場〕 
 

応募図書の受付期間 令和４年９月２０日(火)～１０月２０日(木) 

書類審査 

（参加資格の確認等） 
令和４年１０月下旬 

選定委員会 

（プレゼンテーション、審査） 
令和４年１１月 

選定結果の通知 令和４年１２月 

土地売買仮契約の締結（＊） 令和５年１月 

県議会に財産処分議案の提出（＊） 令和５年２月定例会 

土地売買契約（本契約）の締結 令和５年３月下旬（県議会の議決後（＊）） 

売買代金納付、所有権移転、 

土地の引渡し、所有権移転登記 
令和５年３月下旬～４月 
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３ 応募に関する事項 
（１）応募対象事業者 

   次に掲げる要件を全て満たす企業とします。 

 

（２）応募者の構成 

ア 単体の法人又は共同体（ホールディングスと事業会社など複数の法人によっ

て構成されるグループ）とします。共同体の場合、全ての構成員が（１）の要

件に該当すること（アは１社以上の該当で可）が必要となります。 

イ 共同体による応募（以下「共同応募」という。）の場合、代表法人を定めて応

募手続を行い、土地を買い受けることとします。土地を共有により取得したい

場合や分割して取得したい場合は、あらかじめ県にお問合せください。 

  代表法人以外の構成員は、代表法人が負担する一切の義務履行に関し連帯し

てその責を負うものとします。 

ウ 共同体の構成員となることも含めて、複数の応募を行うことはできません。 

  

ア 次のいずれかの成長産業分野における工場等（研究施設・流通加工施設（倉

庫業を営む倉庫は不可）を含む。）を建設し操業する者 

（ア）第４次産業革命関連分野（ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット等の利活用） 

（イ）成長ものづくり分野（医療、航空宇宙、新素材等） 

  ※「地域未来投資促進法の基本的な方針」による分類 

イ 埼玉県の目指す「オープンイノベーションによる超スマート社会の実現と

経済の好循環」の方向性を理解し、県が整備する「ＳＡＩＴＡＭＡロボティ

クスセンター(仮称)」と連携するなど、「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地

域基本計画」に合致する事業を実施する者（１（２）コンセプト参照） 

ウ 「コンパクト」「スマート」「レジリエント」の要素（埼玉版ス－パー・シ

ティプロジェクト）を踏まえた、持続可能なまちづくりの推進につながる取

組を行う者（事業提案書３（５）参照） 

エ 工場等の建設及び経営に必要な資力並びに信用を有する者 

オ 事業計画及び資金計画が適切で、土地代金を確実に納入できる者 

カ 税収及び雇用等の面で地元に貢献できる者 

キ 公害防止対策が十分でき、過去に重大な水質事故など、環境に著しい影響

を与えたことがない（過去１０年以内に埼玉県に損害を与えた（係争中を含

む。）ことがないなど）者 

ク 「埼玉県暴力団排除条例」を遵守し、役員に暴力団員又は暴力団関係者が

いない者 
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（３）応募図書（共同応募の場合、②～⑧は全ての構成員分を提出してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

応 募 図 書 

① 事業提案書（様式１） 

 ・記載欄の追加・増減や別紙の活用などは自由です。要件や審査項目を踏ま 

  えて、わかりやすい提案内容としてください。 

② 役員等の届出（様式２） 

 ・役員等について暴力団員でないことを確認させていただきます。 

③ 法人の定款 

④ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

⑤ 印鑑証明書 

⑥ 最近１年間の法人税（国税）の納税証明書（その１納税額等証明用） 

・納税していなくても提出してください。この場合、過去５年間で納税して

いる期間があれば、その時の納税証明書も併せて提出してください。 

⑦ 最近２年間の決算報告書 

・貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳、製造原価報告書、

株主資本等変動計算書及びキャッシュフロー計算書 

⑧ 法人概要（会社案内、製品カタログ等） 

⑨ 製造（製品化）工程の写真数枚 

⑩ 工場等配置計画図 

・計画図は「６工場等の立地に関する条件等」に合致したもので、工場等の

建物、緑地及び主要施設を示したもの（概略図で可）としてください。 

・主要施設の名称や用途に関し概要を記載してください。 
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（４）企業立地説明会 

   当該公募に関する企業立地説明会を次のとおり開催します。

（他の産業用地の紹介も予定しています。） 

   参加を希望される場合、各開催日の７日前までに埼玉県ホーム 

  ページからお申し込みください。 
   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/noudai_atochi.html 

 
 

大  阪 

会  場 

日時：令和４年８月２３日(火) 午後３時～４時 

場所：ビジネスプラザおおさか 

   （大阪府大阪市中央区備後町２－１－１ 第二野村ビル４階） 

名古屋 

会  場 

日時：令和４年８月２６日(金) 午後３時～４時 

場所： りそな銀行名古屋駅前支店 会議室 

   （愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 ＪＲゲートタワー29階） 

埼玉会場 

(川越市)  

日時：令和４年９月６日(火) 午後３時～４時 

場所：ウェスタ川越２階 活動室１・２ 

（埼玉県川越市新宿町１－１７－１７） 

※ オンラインライブ配信実施 

 ＊ 原則として、会場ごとに１社２名までとさせていただきます。また、会場ま

では可能な限り公共交通機関を御利用願います。 

 ＊ ９月６日のオンライン配信も是非御活用ください。開催２日前位までにお

申し込みいただいたメールアドレスに視聴用ＵＲＬをお送りします。 

 ＊ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、説明会開催の有無・方

法・日程・場所の変更をする場合があります。 

   また、申込み多数の場合、御出席を調整させていただく場合があります。 

   県ホームページのほか、申込済みの方には登録メールアドレスに御連絡し

ますので、あらかじめ御了承ください。 

 

（５）応募の受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付期間 令和４年９月２０日（火）から１０月２０日（木）まで 

応募方法 

ア 下記「受付担当」のアドレスに応募メールを送信 

 ・件名：「圏央鶴ヶ島ＩＣ東側地区産業用地応募の件」 

 ・本文：企業名・部署名・担当者氏名・電話番号を記載 

イ 電話連絡を頂いた後、県が指定した方法によりデータ提出 

 ・ファイル名：（３）応募図書①～⑩の「番号・図書名」 

 ・形式：ＰＤＦ、ワード、エクセル、パワーポイントなどの 

     県の了解を得た形式 

 ・後日④～⑥の原本提出(郵送可) 

ウ 提出された応募図書は返却いたしません。 

エ 提出後の応募図書の差替えや再提出は不可とします。  

受付担当 

埼玉県産業労働部 次世代産業拠点整備担当 

 電  話 ０４８－８３０－３９３５（直通） 

  E-mail  a3760-05@pref.saitama.lg.jp 

 住  所 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

お申し込みは

こちらから 

二次元コード 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/noudai_atochi.html
mailto:a3760-05@pref.saitama.lg.jp
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４ 立地事業者の選定 

（１）選定の流れ 

  ア 立地事業者の選定方法は、「公募型企画提案競技」とします。 

  イ 応募図書をもとに要件確認及び第１次審査を行い、通過した事業者には第２

次審査として、事業の先端性・成長性についてのプレゼンテーションを行って

いただきます。方法・日程等は、別途、お知らせします。 

  ウ 外部有識者等から構成する選定委員会により、応募図書及びプレゼンテーシ

ョンをもとに総合的に評価し、応募事業者に順位を付します。 

   （選定委員会の委員名は審査の中立性を期す観点から、また、審査内容は応募 

    事業者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から、非公開とします。） 

  エ 最上位の事業者から分譲区画について調整を行い、土地売買契約に向けた手

続きを進めていく「優先交渉事業者」として選定します。 

  オ 優先交渉事業者と契約締結に至らなかった場合、次点の上位者から順次、優

先交渉事業者に選定します。 

  カ いずれの応募事業者も一定の水準に達していないなど、優先交渉事業者が該

当ない場合又は決定しない区画がある場合、追加募集を実施します。 

  キ 次のいずれかに該当する応募事業者は、失格とします。 

  （ア）応募対象事業者に該当しないと認められた場合 

  （イ）受付期間内に応募図書が不備なく提出されなかった場合 

  （ウ）買受単価が未記入又は最低分譲単価未満である場合 

  （エ）応募図書に虚偽があるなど不正な行為が認められた場合 

  （オ）その他募集要項に違反すると認められた場合 

  ク 選定結果は、個別に電話及びメールで通知し、県のホームページで優先交渉

事業者名を公表します。 

    なお、審査に関する問合せ及び異議には応じられません。 
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（２）審査項目等 

応募図書及びプレゼンテーションをもとに、以下の内容を審査し得点化します。 

審   査   項   目 配 点 

ア 先端性・ 

成長性 

 

(プレゼンテー 

 ション対象) 

(ｱ)成長産業の分野の該当性、技術水準・研究内容の先端性、 

 ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット等の先進技術の活用状況 

40点 

(ｲ)技術、製品の市場ニーズと将来的な成長性 

(ｳ)オープンイノベーションというコンセプトに合致した取

組方針等 

(ｴ)ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）との連携 

 （ロボット・ドローンの開発計画等）の見込み 

イ 地域への 

 貢献 
(ｱ)建設計画（工場等の位置付けと設備投資額） 

40点 

(ｲ)生産計画（製造品出荷額） 

(ｳ)予定従業員数・県内新規雇用者数 

(ｴ)関連企業の県内進出・県内企業との新規取引 

(ｵ)コンパクト・スマート・レジリエントの要素を踏まえた

持続可能なまちづくりの推進につながる取組 

(ｶ)持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた取組、 

 多様な働き方の実践及び公害対策 

ウ 経営状況 

 ・買受単価 

  等  

(ｱ)経営状況 

20点 
(ｲ)資金計画・実施体制・スケジュールの妥当性 

(ｳ)希望区画 

(ｴ)買受単価 

合  計  100点 
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５ 契約の条件（（＊）は、県議会の議決が必要な場合（敷地面積２ｈａ以上の土地売買契約）に限る。） 

(1) 
仮契約の 

締結（＊） 

 優先交渉事業者を決定後、仮の土地売買契約書（以下「仮契

約」という。）を締結します。 

(2) 
県議会の 

議決（＊） 

 埼玉県議会による財産処分の議決が得られない場合は、仮契

約は失効しますが、埼玉県はこれによって生じた損害は賠償し

ません。 

(3) 
本契約の 

締結 

 埼玉県議会の議決後（＊）、土地売買契約の本契約を締結しま

す。本契約に要する費用は事業者の負担とします。 

(4) 
売買代金 

の納入 

 売買代金は、本契約の締結後、指定する期日までに全額を埼

玉県の発行する納付書によりお支払いいただきます。 

(5) 
所有権の 

移転 
 土地の所有権は、売買代金支払時に移転します。 

(6) 
土地の 

引渡し 

 所有権移転後、速やかに現場立会いを行って土地を引き渡し

ます。引渡しと同時に引受書を埼玉県に提出していただきま

す。 

(7) 
所有権 

移転登記 

 土地の引渡し後、速やかに埼玉県が所有権移転の嘱託登記を

します。登記に要する費用及び引き渡し後の土地に係る公租公

課は、事業者の負担とします。 

(8) 
募集要項 

等の遵守 

 事業の遂行に当たり、募集要項及び事業提案書の内容を遵守

するものとし、誠実に履行されない場合、契約解除となる場合

があります。また、状況を確認するため、実地調査等をお願い

する場合があります。 

(9)  
届出等の 

義務 

 建築確認申請を行う前に、埼玉県に建築計画を提出するもの

とします。また、操業を開始したときは、速やかにその旨を埼

玉県に届け出て確認を受けるものとします。 

(10) 
公害防止 

等の義務 

 工場等の建設及び操業に当たっては、環境法令等を遵守し、

公害防止等の措置を講じていただきます。 

(11) 

所有権 

移転等の 

禁止 

 本契約締結後１０年間は、土地の所有権の移転、又は地上権、

賃借権、使用貸借による権利、若しくはその他の権利（抵当権

及び根抵当権を除く。）の設定を原則として禁止します。ただ

し、やむを得ず土地の所有権の移転等をしようとするときは、

その理由を書面により申し出て埼玉県の承認を得るものとし

ます。 
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(12) 
操業開始 

の期限 

 本契約締結から３年以内に操業を開始するものとします。た

だし、やむを得ず期限までに操業を開始できない場合は、その

理由及び新たな期限を書面により申し出て埼玉県の承認を得

るものとします。 

(13) 

契約違反 

等に対す 

る措置 

 役員等が暴力団員であると認められたときや当産業用地に

建築できない建築物を建設したときなど本契約に違反した場

合、埼玉県が必要と認めたときは契約を解除することがありま

す。 

(14) 違約金 
 埼玉県が(13)により本契約を解除したときは、売買代金の 

２０％に相当する額を違約金として頂きます。 

(15) 
契約不適 

合責任 

 契約締結時に提示する分譲地の土地の状況に適合しない品

質（自然由来の特定有害物質による土壌汚染は含みません。）

であり、その事実を事業者が知った日から１年以内（引渡し日

以後２年間に限る。）に埼玉県に通知したときに限り、埼玉県

は契約不適合責任を負うものとします。 

(16) 
管轄 

裁判所 

 本契約について争いを生じたときは、さいたま地方裁判所を

管轄裁判所とします。 

(17) 
不当要求 

の報告 

 本契約の履行に当たり暴力団員等から不当要求があった場

合、埼玉県に報告し、警察に通報していただきます。 

(18) 
その他の

説明事項 

(1) 残置工作物、樹木及び地下埋設物 

  各分譲区画には、立ち入り防止柵、沈砂地排水仮設管（コ

ルゲート管Φ５００）などの工作物や樹木等が残置されてい

ます。 

  また、地下埋設物として、井戸のケーシング（ポンプ、揚

水管等の設備は撤去済み）がＢ－２区画に１箇所残置されて

います＜参考資料１＞。 

  いずれも、現況有姿での引き渡しとなります。 

(2) 建築物の建設工事にあたっては、地盤調査を十分に実施し

てください。 

(3) 立地事業者には、以下の事項をお願いします。 

 ア 鶴ヶ島市と連携して地域課題に取り組むことを宣言す

る「共同宣言」等を行うことについて、市と協議していた

だきます。 

 イ 埼玉県のＳＤＧｓプラットフォームへの入会及びＳＤ

Ｇｓパ－トナーへの登録をしていただきます。 

 ウ 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の

承認申請が可能な場合、埼玉県に申請して承認を受けてい

ただきます。 

 エ 埼玉県が支援するロボット関連企業のコンソーシアム

への参加を検討していただきます。 
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６ 工場等の立地に関する条件等 

（１）建築物等の制限等 

都市計画 

１ 区域区分：市街化区域 

２ 用途地域：工業専用地域 

３ 防火地域及び準防火地域：準防火地域 

４ 建ぺい率・容積率：６０％・２００％ 

地区計画 

 

 

圏央鶴ヶ 

島インタ 

ーチェン 

ジ東側地 

区地区計 

画による 

制限がか 

かります。 

 

 

 

問合せ 

鶴ヶ島市 

都市整備 

部都市 

計画課 

 建築物の建築等を行うときは、工事着手する３０日前までに地区計

画の区域内における行為の届出が必要です。 

問合せ 鶴ヶ島市都市整備部都市計画課 

１ 建築物の用途の制限（＊用途地域による制限が別途あります。） 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

 ① 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

 ② 保育所(当該地区内の事業所に従事する者の用に供する付属

施設を除く。) 

 ③ 公衆浴場 

 ④ 診療所 

 ⑤ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

 ⑥ 自動車教習所 

 ⑦ 畜舎 

 ⑧ カラオケボックスその他これらに類するもの 

 ⑨ 倉庫業を営む倉庫 

 ⑩ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３

７号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する

建築物 

 ⑪ 建築基準法別表第２（る）項第１号(17)、(19)から(22)までに

掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンクリートの製造を

営む工場 

  ※  建築基準法別表第２（る）項第１号 

(17)肥料の製造 

(19)製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 

(20)アスファルトの精製 

(21)アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物  

又はその残りかすを原料とする製造 

(22)セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 

 ⑫ 火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業の用に供する建築物 
 

２ 建築物の敷地面積の最低限度：10,000㎡ 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありませ

ん。 

① 当該地区内の事業所に従事する者の用に供する付属施設とし

ての保育所のために使用する場合 

➁ 公共公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 
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地区計画 

(続) 

３ 壁面の位置の制限 

Ｂ地区（分譲区画：Ｂー１～３） Ｃ地区（分譲区画：Ｃ） 

① 建築物の外壁若しくはこれ

に代わる柱（ベランダ、バル

コニー、屋根、軒、庇、階段、

出窓その他これらに類する建

築物の部分を含む。）の面（地

盤面下の部分を除く。）から、

区画道路１号並びに区画道路

２号までの水平距離は５．０

ｍ以上、区画道路４号並びに

区画道路５号までの水平距離

は ２０．０ｍ以上としてく

ださい。 

① 建築物の外壁若しくはこれ

に代わる柱（ベランダ、 バ

ルコニー、屋根、軒、庇、階

段、出窓その他これらに類す

る建築物の部分を含む。）の面

（地盤面下の部分を除く。）か

ら、区画道路２号までの水平

距離は５．０ｍ以上、区画道

路５号並びに都市計画道路日

高川越鶴ヶ島線までの水平距

離は ２０．０ｍ以上として

ください。 

➁ 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱（ベランダ、バルコニー、

屋根、軒、庇、階段、出窓その他これらに類する建築物の部分を

含む。）の面（地盤面下の部分を除く。）から、隣地境界線までの

水平距離は２．０ｍ以上としてください。  
４ 壁面後退区域における工作物の設置の制限 

壁面後退区域には、工作物（地下工作物を除く。）を設置できませ

ん。ただし、次のいずれかに該当する工作物を設置する場合は、こ

の限りではありません。 

① 門柱、門扉又は守衛所その他これに類する安全上、保安上や

むを得ないもの 

➁ 公共公益上必要な建築物 

➂ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 2条第 1項第 16号

に規定する電気事業（同項第２号に規定する小売電気事業を除

く。）の用に供する施設 

④ 水道法（昭和 32年法律第 177号）第 3条第 2項に規定する水

道事業（同条第 3項に規定する簡易水道事業を除く。）の用に供

する施設  
５ 建築物等の高さの最高限度：２５ｍ以下（敷地面積が 65,000㎡以

上かつ建築物の外壁等の面から道路までの距離が２０ｍ以上のもの

は、高さの最高限度を４０ｍ以下） 

ただし、電気事業法第 2条第 1項第 16号に規定する電気事業（同

項第 2 号に規定する小売電気事業を除く。）の用に供する施設又は

公共公益上必要な施設には、適用しません。  
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地区計画 

(続） 

６ 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

① 建築物及び工作物の外観（着色していない石、木、土、レンガ

及びコンクリート等の素材で仕上げる外観部分及び自己の用に

供する看板を除く。）は、周辺の眺望、景観との調和に配慮したも

のとし、刺激的な装飾を避けてください。また、次に掲げるマン

セル表色系に該当する色彩の合計面積は、各立面の面積の３分の

１を超えない範囲としてください。 

色 相 明 度 彩 度 

7.5R から 7.5Y 
２を超える ６を超える 

２以下 ― 

7.5RP から 7.5R（7.5Rは含まな

い） 

7.5Y から 7.5GY（7.5Yは含まな

い） 

２を超える ４を超える 

２以下 ― 

7.5GY から 7.5RP 

（7.5GY 及び 7.5RP は含まな

い） 

２を超える ２を超える 

２以下 ― 

N ２以下 ― 

➁ 戸外から望見される高架水槽及び工作物は、周辺の眺望・景観

と調和するよう位置、大きさ、設置方法、色彩等に配慮したもの

としてください。 

➂ 表示又は掲出することができる屋外広告物（埼玉県屋外広告物

条例第７条第１項に規定するものを除く。）は、自己の用に供し、

周辺の眺望・景観と調和するよう位置、大きさ、設置方法、色彩、

装飾、照明等に配慮したものとしてください。 

７ 垣又はさくの構造の制限 

 道路及び隣地境界線に面する垣又はさくの構造は、生垣又は周辺環

境に配慮したフェンス等とし、高さは地盤面から２．５ｍ以下、基

礎等の高さは０．６ｍ以下としてください。ただし、門柱、門扉そ

の他これらに類する安全上、保安上やむを得ないものについてはこ

の限りではありません。 

景観法 

 建築物の新築等又は工作物の新設等を行う場合、埼玉県景観計画及

び埼玉県景観条例に基づき、景観形成基準の配慮に努める必要があり

ます。 

 また、建築物の新築等で高さが１５ｍを超えるもの又は建築面積が

1,000㎡を超えるもの、工作物の新設等で高さが１５ｍを超えるもの

は、埼玉県景観計画に定める建築物等の形態又は色彩その他の意匠の

制限等に適合させる必要があり、事前に鶴ヶ島市長への届出が必要で

す。 

問合せ 鶴ヶ島市都市整備部都市計画課 

屋外広告 

物法 

 屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例により、屋外広告物の設置

に関して、設置場所、大きさ、高さ及び色彩等を規制しています。 

 また、屋外広告物の設置の際は、事前に鶴ヶ島市長の許可等が必要

となる場合があります。 

問合せ 鶴ヶ島市都市整備部都市計画課 
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（２）出入口の制限 

出入口の 

設置場所 

及び切下 

げ工事 

 出入口の設置場所は、原則として、隣地との境界から４ｍ以上、道

路の交差部から５ｍ以上離してください。 

 出入口の設置に伴う歩道等の改修は、事業者の負担において、道路

法第24条に基づき鶴ヶ島市長の承認を受けて施工してください。 

 問合せ 鶴ヶ島市都市整備部道路建設課 

 なお、既存の切下げ位置は＜参考資料１＞を参照してください。  

 

（３）緑地等の確保 

工場立地 

法 

 製造業等に係る工場又は事業場で、敷地面積9,000㎡以上又は建築

物の建築面積の合計が3,000㎡以上の工場等は、工場立地法が適用さ

れ、緑地の面積を敷地面積の20%以上確保するとともに環境施設の面

積を含めて敷地面積の25%以上確保する必要があります。（ただし、工

業団地特例が適用される場合、敷地面積内に確保する緑地の面積及び

環境施設の面積が変更となります。） 

問合せ 鶴ヶ島市都市整備部企業立地課 

ふるさと 

埼玉の緑 

を守り育 

てる条例 

 工場立地法による届出対象に該当しない場合、ふるさと埼玉の緑を

守り育てる条例に基づき、緑化基準（緑化を要する面積、接道部の緑

化及び高木植栽本数）を満たした緑化計画の届出が必要です。 

 問合せ 埼玉県東松山環境管理事務所 

緩衝緑地 

 地区計画において、緩衝緑地の幅員の１／２以上を高木植栽空間と

することを定めています。（ただし、車両等の出入口、門柱、門扉又は

守衛所その他これらに類する安全上、保安上やむを得ないもの、電気

事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する

小売電気事業を除く。）の用に供する施設、水道法第3条第2項に規定す

る水道事業（同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。）の用に供す

る施設についてはこの限りではありません。） 

 問合せ 鶴ヶ島市都市整備部都市計画課 

 

 緩衝緑地内の植栽については適正に維持管理してください。なお、

樹木、切株などで存置されているものは現況渡しとなります。 

植樹の 

制限 

 地域の自然、植生、景観を考慮し、地域に調和した緩衝機能を有す

る在来種の植樹に努めてください。 

 

（４）給水 

上水道 
 坂戸、鶴ヶ島水道企業団により給水されます。敷地内の給水工事に

ついては、坂戸、鶴ヶ島水道企業団と協議してください。 

地下水の 

採取規制 

 埼玉県生活環境保全条例に基づく地下水の採取規制があります。 

問合せ 埼玉県東松山環境管理事務所 

 



- 17 - 

（５）排水の処理 

汚水排水 

（下水道） 

 汚水排水は分譲区画内に整備する汚水桝に適切に接続してくださ

い。公共下水道に接続することになりますので、坂戸、鶴ヶ島下水道

組合と協議してください。 

雨水排水 

 雨水排水は、道路等の分譲地外に直接流出しないよう排水計画を

し、分譲区画内に整備する雨水桝に適切に接続してください。 

調整池に放流することになります。 

 

（６）環境保全等 

鶴ヶ島市 

開発指導 

要綱 

 鶴ヶ島市では、市街地の健全な発展と市民の福祉の増進を図るた

め、鶴ヶ島市開発指導要綱を定めています。 

問合せ 鶴ヶ島市都市整備部都市計画課 

土壌汚染 

対策法 

 面積が3,000㎡規模以上の土地の掘削その他の土地の形質の変更を

しようとするときは、工事着手の３０日前までに土壌汚染対策法第４

条に基づく届出を行う必要があります。なお、農業大学校の建物解体

工事時に実施した土壌汚染対策法に基づく土壌調査では、有害物質が

基準値以下であることを確認しています。 

問合せ 埼玉県東松山環境管理事務所 

埼玉県 

生活環境 

保全条例 

 3,000㎡以上の土地を改変しようとするときは、埼玉県生活環境保全

条例第80条に基づき、過去の特定有害物質取扱事業所の設置の状況等

を調査し、その結果を報告する必要があります。 

 問合せ 埼玉県東松山環境管理事務所 

埼玉県 

環境影響 

評価条例 

 圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区については、埼玉県環境影響

評価条例に基づく手続を進めています。 

 問合せ 埼玉県産業労働部次世代産業拠点整備担当 

工場立地 

法 

 一定規模（敷地面積9,000㎡以上又は建築物の建築面積の合計が

3,000㎡以上）の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の

面積率（準則）が定められており、工場の新設等を行う際は、原則と

して９０日前までに届出が必要です。 

問合せ 鶴ヶ島市都市整備部企業立地課 

環境保全 

 工場等の建設及び操業にあたっては、環境法令を遵守し、公害の防

止のための適切な措置を講ずるとともに、環境保全に努めてくださ

い。（＜参考資料３＞参照） 

 問合せ 埼玉県東松山環境管理事務所 

     鶴ヶ島市市民生活部生活環境課 
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リサイク 

ルの実施 

等 

 事業に伴い発生する廃棄物は、再生利用を積極的に行うとともに減

量化に努め、事業系廃棄物として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」の規定により事業者の責任において適正に処理してください。 

 一般廃棄物については、自己処分が困難な場合は、埼玉西部環境保

全組合の許可業者に委託して処理してください。 

 産業廃棄物については、埼玉県の許可を受けた産業廃棄物処理業者

に書面で委託契約を締結し、マニフェストを使用して処理状況を把握

するなど適正に処理してください。 

問合せ 一般廃棄物 埼玉西部環境保全組合 

    産業廃棄物 埼玉県東松山環境管理事務所 

土砂の 

排出、 

たい積等 

 土砂のたい積又は排出を行う場合は、「埼玉県土砂の排出、たい積等

の規制に関する条例」の規定により、許可又は届出の手続きが必要に

なる場合があります。 

問合せ 埼玉県東松山環境管理事務所 

文化財 

保護法 

 圏央鶴ヶ島インターチェンジ東側地区の北端部に埋蔵文化財包蔵

地（神明遺跡）が存在しますが、今回の分譲区画には埋蔵文化財包蔵

地は存在しません。 

 

（７）消防関係 

消防水利・ 

消防設備 

等の設置、 

危険物の 

取扱い 

 坂戸・鶴ヶ島消防組合開発行為及び中高層建築物等に関する指導要

綱が適用されます。 

 敷地内への消防水利（防火水槽等）の設置や、消防車両進入路等に

ついて、また、危険物を取り扱う場合、坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本

部と協議してください。 

 

（８）電力・電話・ガス 

電力・電

話・ガス 

 電力・電話・都市ガスについては、直接、各サービス提供者にお問

い合わせください。 

電柱等 

 電力供給・電話回線のための電柱等は、分譲区画の緩衝緑地内に設

置＜参考資料１＞してありますので、土地の引き渡し後は各サービス

提供者と協議してください。 
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＜参考資料１＞分譲区画図 
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＜参考資料２＞地盤の状況 
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＜参考資料３＞環境に関する法令 
工場等の施設を設置する際には、以下の関係法令等を遵守してください。 
詳細については、工事着手前に埼玉県東松山環境管理事務所又は鶴ヶ島市市民生

活部生活環境課等の関係機関にお問い合わせください。 

１ 大気 

・大気汚染防止法 
・ダイオキシン類対策特別措置法 
・埼玉県生活環境保全条例 
 （低公害機器の普及の促進に関する指針を含む。） 
・工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針 
・埼玉県大気汚染緊急時対策要綱 
・埼玉県大気汚染緊急時揮発性有機化合物対策要綱 
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 
・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

２ 排水 

・水質汚濁防止法 
・ダイオキシン類対策特別措置法 
・埼玉県生活環境保全条例 
・下水道法（問合せ 坂戸、鶴ヶ島下水道組合） 
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

３ 騒音・振動 
・騒音規制法        ・振動規制法 
・埼玉県生活環境保全条例 
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

４ 悪臭 
・悪臭防止法 
・埼玉県生活環境保全条例 

５ 自動車 

・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域
における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOX・PM法） 

・埼玉県生活環境保全条例 
・埼玉県地球温暖化対策推進条例 

６ 化学物質 

・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律（PRTR法） 

・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 
・埼玉県生活環境保全条例 
・使用済自動車の再資源化等に関する法律（自リ法） 

７ 土砂 ・埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例 

８ 土地の改変 
・土壌汚染対策法 
・埼玉県生活環境保全条例 

９ 地下水の採取 ・埼玉県生活環境保全条例 

10 工場の設置及び
その施設の変更 

 

11 その他 

・鶴ヶ島市の環境を保全する条例 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・鶴ヶ島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
・埼玉西部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
・容器包装リサイクル法 
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
・埼玉県地球温暖化対策推進条例 
・ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（緑化基準） 
・埼玉県景観条例 ・埼玉県景観計画 
・屋外広告物法  ・埼玉県屋外広告物条例 

  



- 24 - 

＜参考資料４＞埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画の概要 
  （※地域未来投資促進法に基づき策定した計画） 
 

《計画のポイント》 

 ・ 「優れた交通アクセス」「埼玉県先端産業創造プロジェクト実績」「自動車関連企業に 

  蓄積された高度なものづくり技術」という地域特性を活用する。 

 ・ 農業大学校跡地を中心としたアクセス良好なエリアに戦略的に先端産業等を集積、区 

  域内の中小企業に波及効果をもたらす。 

 ・ ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩなど先進のＩＣＴをものづくりに活用し、生産性や品質 

  管理の向上、技術革新を図り、超スマート社会を実現する。 

《促進区域》 

 埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域（川越市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、

坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町、川島町、吉見町、鳩山町）の１３市町 

《経済的効果の目標》 

 新規立地１件あたり平均１５２百万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を２

０件創出し、事業拡大1件あたり平均７５百万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事

業を５件創出する。これらの事業が促進区域で１．５倍の波及効果を与え、促進区域で   

３，７１５百万円の付加価値を創出することを目指す。 

《地域経済牽引事業の承認要件》以下の要件１～３の全てを満たす必要があります。 

【要件１：地域の特性を活用すること（①～③のいずれか）】 

 ① 大学などのＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ等の知見を活用した第４次産業革命関連分野 

 ② 埼玉県先端産業創造プロジェクトで重点的に支援するロボット、航空・宇宙等関連産

業の集積を活用した成長ものづくり分野 

 ③ 輸送用機械器具製造業や関連する金属製品製造業等の集積を活用した成長ものづく

り分野 

【要件２：高い付加価値を創出すること】 

 ・付加価値増加分：４，９８４万円超 

【要件３：いずれかの経済的効果が見込まれること】 

 ・取引額：５．６％増加  ・売上げ：５．６％増加 

 ・雇用者数：４．４％増加 ・雇用者給与等支給額：１％増加 

《制度・事業環境の整備》 

 ・優良な産業用地の提供、補助制度等 

 ・大学・研究機関等の知見活用 

 ・スマート工場に対応する情報通信インフラ（例：ＬＰＷＡ）の整備 

《地域経済牽引支援機関》 

  埼玉県産業技術総合センター、国立研究開発法人理化学研究所、（公財）埼玉県産業振 

 興公社、地域大学、埼玉県立高等技術専門校、各市町の商工会議所・商工会、金融機関 等 

《計画期間》 

  平成２９年１２月２２日から令和５年３月３１日まで 

 

  

詳細は、以下のホームページを参照するか、埼玉県産業労働部企業立地課 未来法総合 

窓口にお問い合わせください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/chiikimirai-keikaku.html 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/chiikimirai-keikaku.html
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＜参考資料５＞補助制度 
 ※ 令和４年４月１日現在の情報です。内容が変更になる場合がありますので、詳しくは

担当窓口にお問い合わせください。 

 

（１）埼玉県（埼玉県産業立地促進補助金） 

  埼玉県では、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献する企業立地を促進するため、県内

で新たに工場等を立地した企業の皆様に対して補助金を交付しています。 

  制度の概要は次のとおりです。 

《対象施設》 

工場、研究所、流通加工施設、本社（創業又は県外から移転の場合） 

《主な補助要件》 

 〇規模 

 1,000㎡以上の土地を取得又は賃借し、建築面積500㎡以上の工場等を建築又は取得す

ること（本社の場合は、土地の取得要件なし）。 

 ※ 県内で事業所の移転を行う場合は、移転前と比較し、敷地面積1,000㎡及び建築面

積500㎡以上拡張すること。 

〇操業期限 

 土地売買（借地）契約締結後、３年以内に操業を開始すること。 

〇納期限 

 土地・建物の不動産取得税を納期限内に全額納付すること。 

〇新規雇用者 ※１ 

 【工場、研究所、本社】５人以上 ※２ 

 【流通加工施設】   １０人以上、うち５人正規雇用 

 ※１ 新規雇用者とは、県内在住で雇用保険に加入している者 

 ※２ 中小企業で総従業員数が１００人以下の場合、１人以上 

〇ＳＤＧｓ 

 埼玉県ＳＤＧｓパートナーに登録すること。※ 

 ※ 中小企業で総従業員数が１００人以下の場合、「埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラット

フォーム」への入会でも可 

《補助対象経費》 

土地・建物に係る不動産取得税相当額 

《限度額》 

１億円 

※ 以下の分野に該当する事業を行う工場、研究所、本社を立地する場合は２億円 

 （審査あり） 

医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、 

航空・宇宙関連事業、食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、 

輸送用機械器具製造業、ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ関連事業 

 

詳細は、埼玉県産業労働部企業立地課にお問い合わせください。 
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（２）鶴ヶ島市（鶴ヶ島市企業立地による雇用等の促進に関する条例） 

 鶴ヶ島市では、市内に事業所を新設する企業の方に奨励金を交付する制度を設

けています。 

《奨励措置の内容》 

 ① 市内在住者雇用奨励金 

  市内で新設等を行う企業が、操業開始日の前６ヶ月から操業開始日の後３年

までの間に、市内に住所を有する者を従業員として継続して１年以上雇用した

場合、一人につき３０万円を企業に交付します。 

 ② 従業員転入促進奨励金 

  市外に住所を有する従業員の方が、企業の市内への新設等に伴って、操業開

始日の前６ヶ月から操業開始日の後３年までの間に市内に転入し、転入した日

から１年以上継続して市内に住所を有している場合、一人につき３０万円を企

業に交付します。 

 ③ 従業員持家取得促進奨励金 

  操業開始日の前６ヶ月時点において市内に自らが居住する住宅を所有して

いない従業員の方が、操業開始日の前６ヶ月から操業開始日の後３年までの間

に市内に住宅を取得し、取得日から５年が経過する日まで引き続き当該住宅に

居住する意思を持つ場合に５０万円を従業員に交付します。 

《奨励措置の要件》 

  製造業を営む企業（本社又はこれに準ずる機能を持つ事業所を市内に立地する

場合も含む）が、以下の要件を全て満たす規模で事業所の新設や増設等を行う場

合、奨励措置の対象となります。 

 ・敷地面積が３，０００㎡以上 

 ・延床面積が１，０００㎡以上 

  ・常時雇用従業員数が２０人以上 

  上記の要件に該当する場合は、指定企業の申請をしていただきます。鶴ヶ島市

長より指定された後、奨励措置を受けることができます。操業を開始した日から

３０日以内に申請を行ってください。 

 

詳細は、鶴ヶ島市都市整備部企業立地課にお問い合わせください。 
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＜参考資料６＞融資制度 
（１）産業創造資金（産業立地貸付） 

 埼玉県では、工場や研究施設等を立地したい企業に対し、土地の購入や工場の建設に必

要な資金を長期・固定・低利で貸し付ける融資制度を設けています。 
 概要は、次のとおりです。 

 

《対  象》 ① 県内に工場、研究施設、物流施設などを新規に設置する企業（中小企業

者以外も対象） 

              ② 住居地域等にある工場などを工場適地へ全面移転する中小企業者 

 ③ 公共事業に伴い事業所などを移転する企業（中小企業者以外も対象） 

《限 度 額》  ① 対象経費の７０％以内で２０億円 

 ②③ ２億円 

《期  間》  １０億円以内：１２年（据置２年）以内 

 １０億円超 ：１５年（据置２年）以内 

《資金使途》  土地（条件あり）、建物、構築物の取得等に必要な資金 

 創エネ設備、省エネ設備、蓄エネ設備の設置に必要な資金も、建物と一体

として整備する場合は対象となります。 

 製造又は加工修理工程を形成する機械設備は融資対象外となります。  

《融資利率》                           （％以内） 

 １年超３年以内 ３年超５年以内 ５年超15年以内 

信用保証付き １．１ １．２ １．３ 

信用保証なし １．２ １．３ １．４ 

（令和4年4月1日現在） 

詳細は、埼玉県産業労働部金融課 企画・制度融資担当にお問い合わせください。 

 

 

 

（２）環境みらい資金 
  埼玉県では、地球温暖化対策等積極的に環境問題に取り組む企業等に、その取組に要す

る資金を長期・低利で貸し付ける融資制度があります。 

詳細は、埼玉県環境部温暖化対策課にお問い合わせください。 

 

  



- 28 - 

＜参考資料７＞関係機関一覧表 

関 係 機 関 電話番号 所 在 地 

埼 玉 県 産 業 労 働 部 

次世代産業拠点整備担当 
048-830-3935 

〒330-9301 
さいたま市浦和区高砂 

3-15-1 

埼 玉 県 産 業 労 働 部 

企 業 立 地 課 
048-830-3800 

埼 玉 県 産 業 労 働 部 

金 融 課 
048-830-3801 

埼 玉 県 環 境 部 

温 暖 化 対 策 課 
048-830-3021 

埼 玉 県 東 松 山 

環 境 管 理 事 務 所 
0493-23-4050 〒355-0024 東松山市六軒町5-1 

鶴ヶ島市 

049-271-1111

（代表） 
〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1 

 企 業 立 地 課 

都 市 計 画 課 

道 路 建 設 課 

生 活 環 境 課 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 049-283-1951 

〒350-0214 坂戸市千代田1-1-16 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 049-283-2051 

埼玉西部環境保全組合 http://www.hozenkumiai.or.jp/zigyousya.html 

 

高倉クリーンセンター  

（ 可 燃 系 ご み ） 
049-271-1500 〒350-222 鶴ヶ島市大字高倉593-4 

川角リサイクルプラザ 

（ 不 燃 系 ご み ） 
049-294-4115 〒350-0436 毛呂山町大字川角1959-1 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 049-281-3119  〒350-0221  坂戸市鎌倉町16-16 

 

 

 

 〒330－9301 さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 

 埼玉県産業労働部 次世代産業拠点整備担当 

  電話番号：０４８－８３０－３９３５ 

  Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/noudai_atochi.html 

  メールアドレス：a3760-05@pref.saitama.lg.jp 

お問合せ先 

埼玉県のマスコット 

「コバトン」「さいたまっち」 

 

http://www.hozenkumiai.or.jp/zigyousya.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/noudai_atochi.html

